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新日本製鐵株式会社

有価証券処分信託の設定について 

当社が保有する新日鉄ソリューションズ株式の一部を売却するため、有価証券処分信託を設定することを決定いたしま

したので、お知らせいたします｡ 

記 

 

1． 有価証券処分信託設定の理由 

東京証券取引所の上場廃止基準改正を踏まえ、当社が保有する新日鉄ソリューションズ株式の一部を市場で順

次売却していくことを目的とするものです｡ 

 

2． 有価証券処分信託の概要 

  

(1) 信託設定する株式の銘柄  新日鉄ソリューションズ 普通株式 

(2) 信託設定する株式数 
 
2,768,000 株 

(発行済普通株式総数に対する割合： 5.22%)

(3) 信託設定の期間  平成 18 年 8月 1 日～平成 19 年 3月 22 日

(4) 委託者および受益者  当社 

(5) 受託者  三井アセット信託銀行 
 

 

（ご参考） 

平成 18 年 3 月 31 日時点の新日鉄ソリューションズ株式（普通株式）  

 発行済株式総数  52,999,120 株 

 うち、当社保有株式総数  38,278,400,株（72.22%）

以上
 

 


